横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則　新旧対照表

	現　　　行
	改　正　案

	(開館時間)
第3条
保養研修施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1)1月から3月まで及び10月から12月までの期間
午前10時から午後8時まで


(2)4月から9月までの期間
午前9時から午後9時まで


2市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(利用券)
第6条
指定管理者は、プール又は大浴場を利用しようとする者に対し、利用料金と引換えに利用券を発行するものとする。
ただし、条例第9条第3項ただし書の規定に該当することにより利用料金を後納する者については、この限りでない。
2前項に規定する利用券の発行時間は、次のとおりとする。
(1)1月から3月まで及び10月から12月までの期間
午前10時から午後7時30分まで


(2)4月から9月までの期間
午前9時から午後8時30分まで



3指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行時間を変更することができる。
	(開館時間)
第3条
保養研修施設の開館時間は、次のとおりとする。
(1)1月から3月まで及び10月から12月までの期間
午前９時から午後６時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日については、午前９時から午後７時まで）
(2)4月から9月までの期間
午前９時から午後７時まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日については、午前９時から午後８時まで）
2市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(利用券)
第6条
指定管理者は、プール又は大浴場を利用しようとする者に
対し、利用料金と引換えに利用券を発行するものとする。
ただし、条例第9条第3項ただし書の規定に該当することにより利用料金を後納する者については、この限りでない。
2前項に規定する利用券の発行時間は、次のとおりとする。
(1)1月から3月まで及び10月から12月までの期間
午前９時から午後５時30分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日については、午前９時から午後６時30分まで）
(2)4月から9月までの期間
午前９時から午後６時30分まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第３条に規定する休日については、午前９時から午後７時30分まで）

3指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行時間を変更することができる。
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